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「気付いて考動」「みんなとやってみよう」充実の夏休みへ 
 72 日間の１学期も、残すところ、登校日は、あと１日となりました。 

「えがお かがやく にしのこ」の学校教育目標のもと、新型コロナウ

イルス感染症予防に努めながら、各学年で様々な活動に取り組んでまい

りました。 

子どもたちの活動が充実したものとなったのは、保護者の皆様、地域

の皆様からの支えがあったものと、心より感謝申し上げます。 

 ７月 23 日（土）から８月 25 日（木）の期間で夏休みに入ります。夏休み前には、

学校でも子どもたちに安全な生活に心掛けるよう指導いたしますが、各御家庭でも休

みの過ごし方について語る機会をもっていただきたいと思います。また、西の子の合

い言葉でもある「気付いて考動」「みんな（友達・家族）とやってみよう」を実践で

きる夏休みとなることを願っています。 

 

交通安全リーダーと語る会を行いました。 
６月 24日（金）に「交通安全リーダーと語る会」を

行いました。磐田警察署、竜洋支所などの関係機関の方

やＰＴＡの皆様にも御協力をいただきました。西小学区

には国道 150号線が通っており、そこへの抜け道として

交通量が多くなっている場所もあります。狭く見通しの

悪い状況でもスピードを出して走ってくる車に危険を感

じるという意見も出されました。リーダーだけでなく、

下級生にも安全に登下校するために細心の注意を払うことの大切さを指導しました。 

また、夏休み期間中は子どもだけで遊びに出かける機会も多くなると思います。自転車

に乗っているときも歩いているときも「止まる・見る・待つ」など、自分の命は自分で守

ることを御家庭でも御指導お願いします。 

 

寄贈していただきました 

掛塚橋の補修作業をしていた、中部化工建設株式会社様から 

交通安全看板（アスファルトに接着させるタイプ）を寄贈して 

いただきました。 

北門と南門の出口に設置しました。普段からも飛び出しをし 

ないように気を付けて道路に出るように引き続き指導を続けて 

いきたいです。 

 

～えがお かがやく にしのこ～ 

警察官からの指導 
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SNS講座 
７月 19 日（火）に磐田警察署生活安全課少年サポートセ

ンターの方を講師に招き SNS 講座を実施しました。本校で

は４年生以上の児童と聴講を希望する保護者の方が講話を

聴きました。 

SNS でのトラブルが小学生や中学生までにも広がり、事件

等につながっている報道がされています。 

SNS に潜む犯罪等について話を聞いたことで、トラブルに巻き込まれないように子

どもたちの意識が高まったことと思います。御家庭でも携帯電話やオンラインゲーム

の使い方、ルールについて話し合う機会となればと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校閉庁日のお知らせ 

８月 15日（月）は、学校閉庁日となります。土曜日や日曜日と同様に日直職員はおりません。

連絡事項がある場合は、８月 16日（火）以降にお願いします。 

講話の概要 

（１）個人情報の重要性 

・ 個人情報や写真を載せてしまうと、拡散されることがある。また、悪口も書き込みを 

してはいけない。悪気がなく面白半分で友達のことを勝手に SNS 上に乗せることは、 

時には、『侮辱罪』『脅迫罪』『威力業務妨害』等の罪に問われることがある。 

・ 最近では、『自画撮り』の被害が増えている。SNS でつながった相手は同級生とは限 

らず、年上の可能性がある。 

・ インターネットの落とし穴。身近なところに騙されてしまう罠がある。 

 

（２）もし、罪を犯してしまったら… 

 14 歳以下の場合は、警察から児童相談所に送致され、指導を受ける。繰り返し同様 

のことが繰り替えされる場合は、児童自立支援施設に入所となる。（14 歳以上の場合は 

裁判を受け、少年院に入ることもある。） 

 

（３）被害に遭わないための対策、被害に合った場合 

・ 小中学生は夏休み中に被害に合うことが多い。顔が見えないことは怖いことだと思わ 

ないといけない。被害に合った場合は、家族に相談し、磐田警察署生活安全課に相談す 

る。 

新型コロナウィルスに感染・交通事故にあった場合 

夏休みを前に新型コロナウィルスへの感染者が県内も増加しています。これを受け、静岡県で

は７月 12 日に、警戒レベルを２に引き上げました。夏休み期間中も感染症対策をとり、予防に

努めていただきたいと思います。新型コロナウィルスに感染したとき、濃厚接触者となった時に

は、学校に連絡をしてください。また、お子さんが交通事故にあったときも御連絡をお願いしま

す。平日は午前８時 15分から午後４時 45分の時間には日直がいます。ただし、土・日・祝日又

は緊急時の場合には、学校携帯電話（090-1744-1900）へ御連絡ください。 
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